
機構による更なる情報セキュリティの取組み

○ 機構における個人番号利用開始後の更なる情報セキュリティ対策等について、個人情報保護委員会（PPC）等

における立入検査等を踏まえ、厚生労働省として、その対応を確認したことから、機構における個人番号を利用し

た情報連携を可能とする政令の公布に至った。

今後は、市町村等との接続テストなどを行い、平成３０年３月以降順次、情報連携が開始できるよう取り組む。
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H31年1月以降順次

情報連携開始
市町村から機構
への照会等

情報連携開始
機構から市町村
等への照会等
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